
財産権の概念 と定義に関する考察(1)

中 村 竜 哉

目 次

は じめ に 一 本稿 の 目的 一

1.財 産権 の概 念

2.経 済 学 にお ける財 産権 理論 の特徴

3.「 財産権 を創造 ・確 立,維 持 ・強 制す る」 とは

4.法 的 財産権 と経済 的財 産権 の 区別

5.財 産権 と契約,法 律 の 関係

6.所 有 とは

お わ りに 一 本稿 をま とめて 一

はじめに 一 本稿の目的 一

財産権の概念を使って経済事象を分析する手法を財産権理論(あ るいは財産

権アプローチ)と いう。財産権理論が経済事象の分析 に利用されたはじめての

研究はF.Knight(1924)で ある1)。 この分析では,政 府が共有財産となって

いる道路を私的財産とすれば共有財産の浪費(あ るいはレントの浪費)が なく

なるという結論 に至っている。30年 後にH.S.Gordon(1954)が 財産権理論を

使って共有財産 となっている漁場のレントの浪費 問題を分析 し,こ れを私的財

1)最 近,日 本 で 出版 された財 産権 理論 や不 完備 契約 理論,法 と経 済学 に 関す る研 究

書 にお いて,経 済事象 の分 析 に は じめて財 産権 とい う概念 を使 った研 究 は コー ス

の 定理 であ る と主張 して い る もの が見 られ る。例 えば,宍 戸 ・常木(2004)や 中

泉(2004)を 見 よ。本 稿 では,そ れ はKnight(1924)の 分析 で ある と主張 す る。
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産とすれば問題が解決するという同じ結論 を得ている。R.H.Coase(1959)

ではラジオの周波数の混線問題R.H.Coase(1960)で は公害のような外部

性の問題がそれぞれ財産権理論で分析 され,ラ ジオの周波数や公害のような外

部性 を与えるものに財産権を設定して私的財産とすれば問題は解決されるとい

う同 じ結論に至っている。

Knight(1924),Gordon(1954),Coase(1959)(1960)に おいて利用され

た初 期の財 産権 理論 は,1980年 代 後半以 降 に登場 したS.J.Grossman&

O.D.Hart(1986)(1987),0.D.Hart(1988a)(1988b)(1989)(1993),

0.D.Hart&B.R.且01mstrom(1987),0.D.Hart&J.Moore(1988)(1990)

(1991),0.D.且art&J.Tirole(1988)(1990)等 の財産権理論 とは大きな違

いが見 られる。それは,前 者では財産権が完全に定義されている状態かそれが

全 く存在 しない状態のみが前提 とされているが,後 者ではこれ らの中間状態,

つまり財産権が不完全にしか定義されない状態を考慮 している点である。この

意味において,前 者の財産権理論をオール ・オア ・ナッシング(allornothing)

の財産権理論 という。財産権が不完全にしか定義 されない状態では残余財産権

が設定されることになるので,後 者の財産権理論を残余財産権理論あるいは不

完備な契約理論 という。

本稿の目的は,財 産権 とはどのような権利なのかという問題 と財産権の概念

は経済事象の分析にとって どのように有効であるのかと言 う問題 を検討するこ

とにある。 このために本稿は6つ の節を設けている。1節 では財産権 という概

念が人類史上いつ登場 したのかという問題 と,財 産権,所 有権,プ ロパティラ

イツとい う用語法についての問題 を検討する。2節 では1920年 代のオール ・オ

ア ・ナ ッシングの財産権理論から現在に至る財産権理論をサベイし,財 産権の

定義の特徴 についてまとめる2)。 この作業によって本稿で強調すべ き指摘点を

2)オ ー ル ・オ ア ・ナ ッシ ングの 財 産権 理 論 の うちCoase(1959)(1960)に 関す る

サベ イ は中村(2000)で 行 った ので,本 稿 で はKnight(1924)とGordon(1954)

の分析 の み を取 り上 げ る。また,残 余財 産権 理 論 のサベ イ につい て は中村(1997)

を見 よ。
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見いだした。それは,法 律学 と経済学の領域で論 じられる財産権の定義には大

きな違いが見 られるということである。それぞれの領域における財産権の定義

を法的財産権,経 済的財産権 と呼ぶ。 これらの相違点に関 しては4節 で詳 しく

取 り扱 うことにす る。3節 では,財 産権がいつ どのように創造 ・確立,維 持 ・

強制 されるか という問題を検討する。5節 では財産権 と契約,法 律の関係 を検

討 し,経 済分析 における権利 と契約,法 律の役割について考察する。6節 では,

財産を所有することと財産権を保有することの違いについて検討する。おわ り

にでは,各 節のまとめを踏まえてはじめに述べた2つ の問題に対する結論を指

摘する。

1.財 産権の概 念

(1.1)プ ロパ テ ィ ・ラ イ ツ と財 産 権

こ こ まで に す で にpropertyrightsと い う英 語 表 記 の 訳 語 と して財 産 権 とい

う用 語 を 使 っ て き た。 しか し,propertyrightsを プ ロパ テ ィ ・ラ イ ツ と訳 し

て い る和 文 献 もあ る。 例 え ば,丹 沢(2003)で あ る。 こ こで は,財 産 権 は 日本

国 憲 法 で 規 定 され て お り,他 方,所 有 権 は民 法 的 な概 念 と して使 用 され て い る

が,英 語 で は どち らの用 語 も区 別 され ず にpropertyrightsで あ る の で,財 産

権 で は な くて プ ロパ テ ィ ・ラ イ ツ とい う訳 語 を使 うべ きで あ る と主 張 さ れ て い

る 。 丹 沢(2003)が 参 考 に して い る 森 村(1995)で は プ ロパ テ ィ ・ラ イ ツ と財

産 権,所 有 権 の 用 語 の 違 い につ い て 次 の よ うに 説 明 さ れ て い る。

「た と え ば 英 語 で は ,財 産 権 を 指 す た め に"propertyrights"と い い,所 有 権 を 指

す た め に"ownership"と い う こ と も あ るが,こ れ ら をす べ て ひ っ くる め て"property"

が 用 い ら れ る こ と も 多 い 。"property"は さ ら に,「(個 人 の)固 有 の 属 性 」 と い う意

味 も もっ て い る 。」(森 村(1995),p.5)

「日本の法体系上,所 有権は民法において物権の1つ という地位を与えられ,「所有
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者 は法 令 の制 限 内 に於 て 自由 に其 所 有 物 の使 用,収 益 及 び処 分 を為 す権 利 を有 す」

と総括 的 に規定 されて い る。そ して財産 権 は基本 的 人権 の1つ と して憲 法29条 で … …

規 定 され て い る。 また この財 産 権 は… …職 業選 択 の 自由 とあ わせ て,「 経 済 的 自由」

の名 で総称 されて,思 想 の 自由 な どの 「精神 的 自由」 と対 比 され る こ とが多 い。」(森

$寸(1995),p.3)

「私 は… …,「 財 産権」 を 「所 有権 」 よ りも広 い意 味 で用 い る。 日本民 法 で い う 「所

有 権」 と 日常 的 な意 味 での 「所 有 権」 とは 別 の観 念 だが,と もか く両 方 と も対 象 物

へ の 強 い支 配権 を意 味 す る。 これ に対 して 「財 産 権」 は財 産へ の権 利 す べ て を意 味

す るが,債 権 よ りも物 権 を指 す こ とが 多 い。」(森 村(1995),p.5)

「日本 民法206条 は所有 権 を 「法令 の 制 限内 に於 て 自由に其 所有 物 の使 用 ,収 益 及 び

処 分 を為 す」 権 利 と規 定 して い るが,こ れ は代 表 的 な 内容 を例 示 して い るにす ぎ な

レ、。」(森 ネ寸(1995),p.7)

「私 はオ ノ レのあ げ た要素[=T .Honore(1987)に お い て指摘 され た リベ ラル な所

有 権 が 場所 や 時 代 を通 じて もって い る共 通 な11の 要 素]の 中 で①[=占 有 す る権利

一 これ は 占有 す な わち排 他 的 な物 理 的支 配へ の 権利 であ っ て占有 に よる権 利(日 本

民法 で い う 占有 権)と は違 う]と ②[=使 用 す る権 利]と ⑥[=安 全へ の 権利 一 そ

の物 を没収 され な い とい う地 位]が 日常 的 な意 味 での 所 有権 の 最 も核 心 的 な要 素 だ

と思 う。」(森 村(1995),p.8,[]内 は筆 者 の追加 に よる)

上の引用文を要約すると次のようになる。

(1)日 本の法体系 における財産権 と所有権 は,propertyrightsとownership

と必ず しも一致 してはいない。

(2)日 本 の法体系 における財産権は憲法で規定 された基本的人権の1つ であ

り,財 産,特 に物権 に対する権利すべてを意味する。
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(3)日 本の法体系 における所有権は民法で規定された物権の1つ であり,法 令

の制限内で所有物を使用 ・収益 ・処分する権利である。 しかし,こ の定義は

日常的な意味での所有権に関する代表的な内容を例示 しているに過 ぎない。

(4)日 常的な意味での所有権は,排 他的な権利 とこれを使用する権利,没 収 さ

れない権利をもつ。

(5)propertyrightsはownershipの 意味を含むこともあり,前 者の概念は後

者のそれよりも広い。

後述するが,森 村(1995)に よる日常的な意味での所有権の定義は経済学に

おけるpropertyrightsの 定義 と一致 している。 しばらくの間,便 宜的な理由

から,日 本国憲法で規定されたような財産への権利すべてを意味するとする財

産権 を広義の財産権,プ ロパティライツ(=日 常的な意味での所有権)が 意味

する財産への排他的な権利 ・使用する権利 ・没収されない権利を狭義の財産権

と呼ぶことにする。

(1.2)自 然権としての財産権

広義の財産権,狭 義の財産権 とは どのような権利であろうか。 これ らの権利

はいつ登場 したのであろうか。 これらの問題 に関 しても森村(1995)が 参考に

なる。

「[広義 の]財 産権 は… … ほ とん ど人 間社会 の 成立 と同時 に成 立 した
,あ らゆ る権 利

の うち で最 も古 くか ら認 め られ て い る,あ る意 味 で は最 も自然 な権 利 の1つ で す。」

(森村 進(1995),p.iii,[]内 は筆者 に よる)

「私 は[広 義 の]財 産権 のす べ て では な くて もそ の中核 的 な もの が
,〈 個 人 は 自分 の

身 体へ の排 他 的 な支 配権 を持 っ て い る〉 とい う,前 国家 的 な 自然 権 と して の 自 己所

有権 の観 念 に よっ て説明 され正 当化 され る と考 えてい ます。」(森 村 進(1995),p.iv,

[]内 は筆 者 に よ る)
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「[国家 の有 無 に かか わ らず 人類 共通 に認 め られ るべ き権 利 で あ る]道 徳 的 ・前 国家

的権 利 は伝 統 的 に 「自然権 」 と呼 ば れて きた。」(森 村 進(1995),p.4,[]内 は筆

者 に よる)

「ロ ック(1690)は く各 人 は等 しく独 立 に 自分 の身体 や生 命 や 自由べ め権利 を持 つ〉

と言 う,今 日 「自己所有 権」 と呼 ばれ てい る思想 を利 用 して,第5章 「所有 につい て」

で は,自 然 の 産物 や 土 地 を含 む 天然 資 源 の個 人 に よる専 有 を正 当化 した。 まだ 誰 の

所 有 物 に もな って い ない外 物 に 自分 の 労働 を まぜ てそ の価 値 を増加 させ た者 は,正

当 にそ の対 象 を所 有 す る とい うの で あ る。 か くして専 有 に よ る財 産 権 も,自 己所 有

権 の延 長 として正 当化 され た。」(森 村(1995),p.19)

「ロ ックの 『統治 論』,特 にそ の第2篇 第5章 に見 い だ され る私 的所有 権 正 当化 論 の

中 には 次 の4つ の別 々 の根 拠 が混 在 して い る。 ① 価 値 の創 造 一 自分 の 労働 に よっ て

価 値 を創 造 した 人 は,そ の価 値 あ る物 を所 有 す る権 利 が あ る。 …… 。② 功 績 一労 働

はつ ら く苦 しい もの だ か ら,労 働 した 人 は 自分 の苦 労 に応 じた財 産 をそ の報 酬 と し

て 受 け る に値す る。③ 人格 の延 長 一 自然 の資 源 に労 働 を投 入 した人 は,そ の対 象 物

を 自己 の人格 が延 長 した もの と して正 当 に所 有 す る。 … …。④ 生 存 と繁 栄 一各人 が

生 存 ・繁 栄す るた め に は,ま た全 体 と して 人類 が 繁 栄す るた め に は,人 が 自然 の資

源 を専有 で きなけ れば な らない。」(森 村(1995),pp.44-45)

「(広義 の 自己所 有 権 の)正 当化 は
,ロ ックが例 にあ げて いた ような,耕 作 に よる無

主 の土 地 の専 有 や 狩猟 に よ る野 生 動物 の獲 得 とい った典 型 的 な無 主物 先 占に あ て は

まるだ けで な く,市 場 におけ る価値 創造 的活 動 に もあて は まる。た とえば企業 家 は,

他 の 人 々が見 過 ご して いた利 潤 の チ ャ ンス を発 見 し活 用 す る こ とに よ って利 益 を作

り出す。」(森 村(1995),p.48)

「私は自己の身体や自由への権利を 「狭義の自己所有権」と呼び,そ して狭義の自

己所有権とそこから導出される財産権 とを総称 して 「広義の自己所有権」と呼ぶこ
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と に す る 。」(森 村(1995),p.19)

以上の引用文をまとめると次のようになる。

(6)広 義の財産権は,国 家が成立する前 に人類の登場とともに存在 した自然権

の1つ である。

(7)広 義の財産権はロックの自己所有権 とこれから拡大される権利 とによって

正当化 される。ロックの自己所有権 とは個人は自分の身体に対する排他的な

支配権をもつ というものである。これから拡大 される権利は人格の延長 と価

値の創造によって正当化 される。前者は誰の所有物で もない天然資源に自分

の労働 を加えて価値を増大 させた者はその対象物 を所有する権利があるとい

うものである。後者は労働 によって新たに価値 を創造 した者はその価値ある

対象物を所有す る権利があるとい うものである。

D.W.Allen(1998)は 森 村(1995)と 似 て 非 な る指 摘 を行 っ て い る。

「プ ロパ テ ィ ・ライ ツに 関す る最 近 の議 論 は ジ ョン ・ロ ッ クに まで さかの ぼ る。 彼

に よる と,権 利 は 国家 が 存在 す る前 に存 在 し,国 家 とは独 立 して お り,人 類 に対 し

て 自然 に与 え られ た もの,贈 り物 であ る。Blackstone[(1803)]に よれ ば,財 産権

は いか な る コ ン トロー ル も干 渉 も受 けず に,取 得 物 を 自 由 に使 用 し,享 受 し,処 分

す る こ とが で き,た だ土 地 の法 律 に よっ ての み セー ブ され る。2人 の ど ち らのケ ー

ス で も,こ の定 義 は神 か 法律 の どち らか に よって 与 え られ た絶 対 的 な権利 水 準 で あ

り,取 引 ・保 護 ・バ イ オ レー トさ れ る。」(Allen(1998),p.107,[]内 は筆者 の

追加 に よる)

この指摘 には,プ ロパティ ・ライツ(=狭 義の財産権,日 常的な意味での所

有権),広 義の財産権,所 有権の用語法や定義の違いと,広 義 と狭義の財産権

がいつ登場 したかのという問題に対する答えが隠されている。次のように整理
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す る こ とが で きる 。

(8)財 産への権利すべてを意味する広義の財産権は人類の登場 とともに存在 し

た自然権である。これは国家の成立以前 にも存在 した。

(9)こ れに対 して,プ ロパティライツ(=狭 義の財産権)は 財産 を自由に使用 ・

享受 ・処分する権利であり,神 か法律のどちらかによって与えられた絶対的

な権利である。この権利は神か法律のどちらかによって創造 され,維 持され,

変更 ・廃止される(4節 で述べるように,こ のように定義された財産権を法

的財産権 という)。

㈲ プロパティライッが設定 された財産に対しては,権 利の保有者の了解がな

いときには他人はいかなる干渉もコントロールもできず,広 義の財産権が想

定するような権利すべてを主張することはで きない。

(L3)1節 の結論

1節 では財産権 という概念が人類史上いつ=登場 したのかという問題と,財 産

権,所 有権,プ ロパティライツという用語法についての問題を検討 してきた。

上の(1)から㈲の引用文のまとめをさらに整理すると,以下のような結論を得る。

(a)日 本の法体系 において,財 産への権利すべてを広義の財産権 財産への排

他的な権利 ・使用する権利,没 収 されない権利を狭義の財産権 と呼ぶ。

(b)英 語のpropertyrights,あ るいはその訳語であるプロパテ ィライツはこ

れらのうち狭義の財産権 を意味 している。 また,こ れは日常的な意味での所

有権 を意味する用語でもある。

(c)広 義の財産権 は人類の登場 とともに存在 した自然権である。これは,ロ ッ

クの自己所有権 とここから拡大 される権利 とによって正当化される。

(d)狭 義の財産権(=プ ロパティライツ,日 常的な意味での所有権)は,神 か

法律の どちらかによって創造され,維 持され,変 更 ・廃止 される。そして,

権利の保有者の了解がなければ他人はこの権利 を使用できず,広 義の財産権
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が想定するような権利すべてを主張することはできない。

(e)財 産権の理論では狭義の財産権(=プ ロパティライツ,日 常的な意味での

所有権)を 単に財産権 と呼んでいる。本稿でも特別に断 りがない限 り,こ の

意味で財産権 という用語 を使用することにする。

2.経 済学における財産権理論の特徴

(2.1)オ ー ル ・オ ア ・ナ ッ シ ン グ の 財 産 権 理 論

財 産 権 の概 念 が 経 済 分 析 に利 用 さ れ た は じめ て の 研 究 はKnight(1924)で

あ る とみ な さ れ て い る。 例 え ば,Y.Barzel(1997)は 次 の よ う に述 べ て い る。

「つ い 最 近 まで ,多 くの エ コ ノ ミス トは経 済 問題 を分 析 す る 際 に財 産権 の フ レーム

ワー ク を明 示 的 に採 用 して は こ な か っ た 。 最 も初 期 の そ して 最 も有 名 な例 外 は

Knight(1924)に よる社 会 コス トの議論 で あ る。道路 の使 用 に関す る分析 にお いて,

彼 は資源 配分 の 際の所 有 の役割 につい て明 白 に示 してい る。」(Barze1(1997),p.89)

Knight(1924)に 続 い て 財 産 権 の 概 念 が 経 済 分 析 に 利 用 さ れ た研 究 はGordon(1954),

Coase(1959)(1960)で あ る 。S.N.Cheung(1970)(1992)は 次 の よ う に 述 べ て い

る 。

「レン トの浪 費 とい う テー マ は,A.C.Pigou(1920)の 示 した2つ の 道 路 の 例 を

Knight(1924)が 見 事 に批 判 した初 期 の研 究 に暗 示 されて い る。 そ こで は私 的財 産

権 が 明 らか に欠如 してい る こ とが 指摘 され てい る。30年 後 に,Gordon(1954)は 共

有財 産 資 源 で あ る大洋 の漁 場 で 明 らか に行 わ れ てい る浪 費 を分析 した。5年 後 に,

レン トの浪費 に言 及せ ず に,Coase(1959)は ラ ジオの周 波 数の権 利 が叙述 され てい

な い現 実 を研 究 し,市 場 取 引 に は排 他 的権 利 が 重 要 で あ る と い う結 論 に達 した。」

(Cheung(1992),p.50)
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「Coase(1960 ,p.16)に よれ ば,社 会 的 コス トの問 題が 発生 す るの は排 他 的権利 が

ない と きか,そ れ が あ って も特 に契 約 が叙 述 しに く く,当 事 者 が 一 致 した もの とそ

うで ない もの を書 く試 み が 長 くて 高 度 な ドキ ュ メ ン トを必 要 とす る と きで あ る。」

(Cheung(1970),p.66)

上の2つ の引用文にあるように,初 期の財産権理論では財産権の排他性が重

要視 されていることがわかる。 さらに付 け加 えて,Barzel(1997)は 初期 の

財産権理論には次のような特徴があることを指摘 している。

「財 産権 は現 存 して完 全 に う ま く定義 され て い るか全 く存在 しない かの どち らか で

あ る と仮 定 され,権 利 が不 完全 に しか 定義 され ない 中 間状 態 の存 在 を無視 してい る。」

(Barzel(1997),p.89)

不完全 な財産権 を考慮 しない とい う意味 において,初 期 の財産権理論 はオー

ル ・オア ・ナッシングの財産権理論と呼ばれている。

以下では,ナ イ トとゴー ドンの研究をサベイしてみよう。

(2.1.a)ナ イ トの 研 究

Knight(1924)で は,Pigou(1920)に お け る2つ の 道 路 を例 と して,「 所

有 の社 会 的 機 能 とい う概 念 を導 入 して 社 会 的 生 産 物 と私 的 生 産 物 の 差 を解 説 し

た こ と」(Cheung(1970,p.66))に 特 徴 が あ る 。Pigou(1920)の2つ の 道

路 の例 と は次 の よ う な もの で あ る。

「A地 点 か らD地 点 につ なが る2つ の道路ABDとACDが あ る とす る。 自然 の まま

に して お けば,2つ の道 路 に 沿 って走 行 す る代 表 的 な車 の運転 に 関す る 困難 さが等

し くな る よ うに,交 通量 は分 散 さ れ よ う。 しか し,あ る環 境 で は何 台 か の車 をルー

トBか らCに 移 す こ とに よ って,Cを 運 転 す る際 の 困難 さが やや 増 え る だけ でBを

運転 す る際 の 困難 さを か な り軽 減 で きるか も しれ な い。 この よ うな環境 で は,差 別
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的 にBに 課税 す る こ とで 自然 な状 態 よ りも優 れた 人工 的 な状 態 を創 り出 す こ とが で

きよ うo」(Pigou(1920),P.194)

こ の よ う な分 析 に 対 して,Knight(1924)は 次 の よ うに 批 判 す る。

「ピ グー の ロ ジ ックの 弱 点 は
,経 済 学 の理 論 に よ く見 られ る もの と一 緒 で あ り,本

質 的 に諸仮 定 が 現実 の経 済状 況 とか け離 れ て い る こ とで あ る。 競争 条 件 の最 も本 質

的 な特 徴 は,… 実際 に重 要 な生 産 要素 が 私 的 に所 有 され て い る とい う点 で あ る。2

つ の道 路 が私 的 に所 有 され て利 用 されて い る な らば,想 像 上 の 税 に よ って確 立 され

た理 想 的 な状 況 が 通 常 の 経 済 的 な 動機 を 通 して もた ら され るで あ ろ う。」(Knight

(1924),pp。586-587)

Knight(1924)の 分 析 の特 徴 は 次 の通 りで あ る。

(1)道 路ABDとACDが 私的に所有されているときには,道 路の所有者が通

行料金を設定することでピグーが考えたような理想的な状態に現実を導 くこ

とがで きる。

(2)Barzel(1997)はKnight(1924)に おいて財産権の概念が経済分析に利

用 された と記 しているが,実 はKnight(1924)に は上の引用文のように財

産権 という用語が明示的に登場するわけではない。道路を私的に所有す ると

いう考え方の背景に,道 路 という財産に権利を排他的に設定するという考え

方があるということなのであ る。(こ のような事情はGordon(1954)で も

Coase(1959)(1960)で も同 じである。)

(2.Lb)ゴ ー ドンの 研 究

Gordon(1954)は,公 共 領 域(publicdomain)に あ る海 域 で の 漁 業 に 関 す

る 共 有 財 産 の 問 題 を 分 析 し,次 の よ う に 指摘 して い る 。
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「各 漁 場 は それ ぞ れユ ニー ク な もの と して取 り扱 わ れ る。 同 じ意 味 にお い て,土 地

の 一 区画 は他 とは シェ ア され な い1つ の特 徴,つ ま りロ ケー シ ョンを もって い る。」

(Gordon(1954),p.129)

「大 洋 の漁 場 にお い て,自 然 資 源 は私 的 財 産 で はな い。 したが って,そ れ が与 える

レ ン トは誰 に も割 り当 て られ て はい な い。個 々の漁 師 は大洋 の 海底 に対 して法 的 な

資格 を もっ て はい な い。彼 らは多少 な りと も望 む場 所 で漁 が で き る。 この 結果,漁

師 間に競 争が 生 じ,限 界 の レ ン トは消 えて い く。」(Gordon(1954),pp.130-131)

「共 有財 産 とな っ て い る 自然 資 源 は フ リー ・グ ッズで あ り,社 会 に とっ て は希 少財

で あ る。 私 的 な搾 取 が規 制 され て い ない と きに は,こ れ らは レ ン トを生 まな い。つ

ま り,こ れ ら を私 的財 産 か公 的 な(政 府 の)財 産 にす る とい う手段 に よっ ての み レ

ン トは生 まれ る。 ど ち らの ケー ス にお い て も統 一 され た命 令 力 に よ って 支配 され て

い る。」(Gordon(1954),p.135)

Cheung(1970)は ゴー ドンの研究が財産権理論 に与えた影響 について次の

ように述べている。

「漁場 が 私 的 に所 有 され る と きに は,レ ン ト(所 得)の 権 利 は排 他 的 とな り,契 約

上 の取 り決 め に よって レ ン トは 漁 師の 私 的 コ ス トとな る。 ……。 漁 業権 が排 他 的で

は な く,漁 師 の 問 に衝 突 が な い とき には,レ ン トは残 余 とな り,漁 師等 は他 人 の背

後 に残 され た部分 を最大化 しよう とす る。」(Cheung(1970),p.59)

上の引用文を少 し説明を加えなが ら要約 してみよう。

(3)財 産権が設定されていない海域では,早 く多 くの魚を捕った漁師が儲かる

のでレントの浪費問題,つ まり共有財産の問題が生 じる。

(4)海 域では一区画毎に海底の地形が異 なり,ま た他の要因も異なるので生息



財産権の概念と定義に関する考察(1) 125

する魚等の種類 と数が異なる。したがって,一 区画毎 に財産権が設定される

ことで共有財産の問題は解決 される。 しかし,実 際には一区画毎に財産権を

設定することは無理であるので,そ れはある広さをもった海域毎に設定され

る。

(5)設 定された財産権は排他性を有していなければならない。

(6)海 域を私的財産か公的財産にすることで,魚 等の希少資源が浪費される共

有財産の問題 は解決 されると考 えられる。

(2.1.c)ナ イ ト,ゴ ー ドン,コ ー ス の 研 究 と財 産 権 理 論

Barzel(1997)は ナ イ トと ゴ ー ドンの 分 析 を次 の よ う に ま とめ て い る。

「ナ イ トとゴー ドンが意 図 して いる こ とは
,政 府 が道 路 と漁場 を私 的財 産 とす れば,

そ れ らに 関連す る共 有財 産 の浪費 が な くな る とい うことで ある。 この よ うな見解 は,

商 品 が一 面 的 で あ る,つ ま り所 有 され るか され ない か の ど ち らか で あ る な らば受 け

入 れ られ る。」(Barze1(1997),pp.89-90)

J.Umbeck(1977)は ナ イ ト,ゴ ー ドン,コ ー ス の 研 究 で 得 られ た結 果 につ

い て次 の よ うに ま と め て い る。

「長 い 間
,希 少 資 源 が存 在 す る と きに排 他権 が ない と,希 少 資 源 か らの所 得 は浪 費

され る傾 向 に ある と考 え られる。」(Umbeck(1977),p.198)

「3つ の重 要 な結 論 が あ る。 第1に 排 他 権 が ない と きに は,非 排 他 的資 源 に帰 属 す

る所 得 は浪 費 され る傾 向 に あ る。 ……。 第2に,こ の浪 費 の ため,あ る程 度 の労 働

を排 除 して土 地 の財 産権 を確 立 す る こ とか ら潜在 的 なゲ イ ンが得 られ る。 … …。 第

3に,財 産権 を確 立 す る こ とに よ る潜 在 的 な ゲ イ ンは土 地 の生 産 性 とと もに増 加 す

る。」(Umbeck(1977),p.199)
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上 で 見 た よ う に,Knight(1924),Gordon(1954),Coase(1959)(1960)

に よ る オ ー ル ・オ ア ・ナ ッ シ ング の 財 産 権 理 論 で は,共 有 財 産 の 問題 を解 決 す

る た め に は,道 路 や 漁 場,ラ ジ オ の 周 波 数,外 部 性 の原 因 を与 え る もの に財 産

権 を 設 定 す る必 要 が あ る とい う 同 じ結 論 に達 して い る。 財 産 権 の 設 定 に は財 産

権 の創 造 ・確 立,維 持 が あ るが,オ ー ル ・オ ア ・ナ ッシ ング の 財 産 権 理 論 で は

財 産 権 の 維 持,特 に そ の排 他 性 を 強調 し て い る こ と に共 通 の 特 徴 が 見 られ る。

当 時,主 流 で あ っ た新 古 典 派 経 済 学 と比 較 した 場 合,初 期 の 財 産 権 理 論 の も

う1つ の 特 徴 が は っ き り とす る。 そ れ は,前 者 で は 市 場 で取 引 され て い る も の

は財 ・サ ー ビ ス で あ るが,後 者 で は財 ・サ ー ビ ス の 財 産 権 で あ る と考 え られ て

い る 点 で あ る。 こ の 特 徴 は,且.Demsetz(1964)(1967),A.A.Alchian&

W.R.AIIen(1967)の 次 の よ う な叙 述 に は っ き り と見 られ る。

「よ く知 られて い る よ うに,価 格 は資 源 が最 も望 ま れて い る と ころ に向 か う道 しる

べ と して役 立 つ 。加 えて,こ れ らの価 格 で の財 の 交換 性 は人 々に こ れ らの道 しるべ

に従 わ せ る イ ンセ ンテ ィブ を与 え る。 しか し,価 格 メ カニ ズ ムに 分析 を集 中す る こ

とで我 々 は取 引 され る もの につ い て の詳 しい検 討 か ら目 をそ む ける こ と とな った 。」

(Demsetz(1964),p.17)

「取 引が市 場 で行 われ る と き
,2つ の財 産権 の束 が交換 され る。権利 の束 は物 的 な財 ・

サ ー ビス に付 随 して い る が,交 換 され る もの の価 値 を決定 す るの は権 利 の価 値 で あ

る。」(Demsetz(1967),p.31)

「我 々 は財 そ れ 自体 を交 換 して は い ない。 これ らの 財 の権 利 を交 換 して い るの で あ

る。」(Alchian&AUen(1967),p.130)

上の引用文は次のように要約できる。
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(7)新 古典派経済学では市場で取引されているものは財 ・サービスであると考

えられている。これに対 して,初 期の財産権理論ではそれは財 ・サービスの

財産権である。

(2.2)経 済 学 に お け る 財 産 権 の定 義

表1は,Knight(1924),Gordon(1954),Coase(1959)(1960)以 降,

財 産 権 とい う用 語 を明 示 的 に 記 した経 済 学 の テ キ ス トや 研 究 論 文 を サ ベ イ し,

そ の 中 か ら財 産 権 を定 義 した 叙 述 を ま とめ た もの で あ る。 この 表 か ら次 の よ う

な特 徴 が 読 み とれ る 。

(8)財 産権 という用語を明示的に記 したはじめての経済学の文献はAlchian&

Allen(1964)で ある3)。ここですでに財産権の排他性が強調されている。

(9)か な り初期の段階で,財 産権は財産その ものの権利 というよりも,財 産を

使用する人間の問で取 り決め られた権利であり,財 産権は人間の行動やイン

セ ンティブに影響 を与えることが認識 されている。

㈹ 財産権は人間が希少性を有 した資源(あ るいは財産,経 済財)を 使用する

権利であ り,使 用する能力であると定義されている。

⑪ 財産権は譲渡性 と財産から所得を引き出す能力を有 していなければな らな

いo

ここでいう譲渡性 は次の内容を意味 している。

「譲渡性は,他 人と相互に承認した条件で財産権を交換する権利である。強い意味

では,そ れは買い手と売り手の承認だけを必要とする条件での交換性である。第三

者は条件を課すことはできない。弱い意味では,第 三者によって設定された価格で

3)Cheung(1992,p.63)に よ る と,Alchianが 経 済 学 にお け る財 産権 理論 の 父 と

呼 ぶべ き存 在 で あ り,Alchian&AIIen(1964)に お い て初 め て明示 的 に この概

念が 記 され た とい う。



128 商 学 討 究 第56巻 第1号

表1財 産権の定義と説明

研 究 財 産 権 の 定 義 ・説 明

A.A.Alchian&

W.RAllen(1964)

「私的財産権 とは,人 聞が 適合する と思った ように(他 人の権利を侵す ことな

く)財 ・サー ビスを使用す る権 利であ り,こ の ような権利 を販売 ・交換す る権

利である とみ なされ る。」(p.158)

AAAIchian(1965)
「財産権 とは,私 の意思 に反 して他 人が資源の使用方法 を選択 するこ とか ら身

を守 る ことを意味 してい る。」(p.130)

H.Demsetz(1967)

「財産権は 自分 自身や他 人に便益 を もた らした り,害 を与 える権 利を与 える。」

(P.31)
「財 産権 は人間が どの ように便益 を得 た り害 を被 った りす るかを特 定化 し,ゆ

えに誰 が誰に活動 を修正 して もらうために支払 うべ きか を決 定す る。」(p.32)

A.A.Alchian&

WRAIIen(1967)

「財産権 とはある資源の使用 に関す る人々の意思決定が効果 的である とい う彼

らの期待 である。」(p.468)
「財産権 は財 産の権利では なく,財 産 を使用 する人々の権利 であるとい うこ と

であ る。」(P.468)

E.G.Furubotn&

S.Pejovich(1972)

「財産権 は人間 と物 との関係に言及 して いるわけではない。それ は物 の存 在か

ら生 じ,そ の使 用に付随 した人 問の 間で認 め られた行動関係 に言 及 している。

財産権の配分 は物 の観点か ら行動の規範 を特 定化する。」(p.1139)
「財産権 はイ ンセ ンテ ィブ と行動 に影響 を与 える傾向にあ る。」(p.1139)

A.A.Alchian&

W.R.Allen(1977)
「財産権 は経済 財の使 用に対す る人権(humanright)で ある。」(p .114)

J.Umbeck(1977)

「は っ きりと財 産権 の概 念 を定義す る ことは簡単 では ない。 これ を理解す る

キーは排他性の概 念の中に見いだせ る。……。 それほ ど重要で はないが,一 般

的に財産権の概念 の中に含 まれてい るのが譲渡性 の概 念である。」(p.197)

A.A.Alchian(1987)
「財産権 とは経済 財の使 用を選択 する権利であ り,社 会的に強制 された権利で

ある。」(P.10311eft)

D。W.Allen(1991) 「財 産権 とは単純には人 間が財 に対 して選択 を実行で きる能力 である。」(p,3)

Y.Barzel(1997)

「財産権 は財 産 を使用 し(そ して排 除 し),譲 渡 し,財 産か ら所得 を引 き出す

能力か ら構成 され る。排除す る能力あ るいは力は共有財産 になることを阻止 し,

譲渡 する能力 と所得 を引 き出す 能力に よって交換か らのゲイ ンを実現可能 にす

る。」(P.114)

H.Demsetz(1998)

「財 産権 とは,こ の権利の保有者が権 利の言及す る希少資源 に対 して行える社

会 的に受 け入 れ られた使途 である。(保 有 と所有 の違い に注 意せ よ。)」(p.144

right)

「す べての権利が財産権で ある とみなされる必要 はない。市民権 ,例 えば投票

権 は抽象的に考 えると,政 治的なオプ シ ョンを実行 するための法的資格で あ り,

このオプ ションを使 う際の資源 には言及 してい ない。……。私が この ような区

別 をするのは,こ のエ ッセイでは希少資源の使用 に焦点 をあてたいか らで ある。

なぜ希 少性 か?な ぜ ならば,資 源が豊富 であれば人 々が望 む使途 を満足 で き,

コンフ リク トが生 じる可能性 は低 いか らである。」(p.144right)
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のみ 交換 が成 り立 つ と きで さえ も存在 す る交換 性 であ る。」(Alchian&Allen(1967),

pp,468・-469)

働 財産権の排他性を伴 う使用方法は社会的に受け入 られた方法でなければな

らない。 このためには,財 産権は社会的に強制された権利でなければならな

い。

こ こで い う排 他 性 とは,「 実 行 可 能 な使 用 法 に 制 限 を課 す の で は な くて,そ の

よ う な使 用 法 の 中 で 選 択 す る た め の排 除 権 を 割 り当 て る こ と」(A.A.Alchian

(1987),p.1031right)を 意 味 して い る。

(2.3)経 済学における財産権の概念

経済学における財産権の概念 にはい くつかの特徴がある。Allen(1998)と

森村(1995)は 次のように指摘 している。

「財 産権 に関す る経 済的 な見 解 は相対 的 であ る。これ は何 が 与 え られ るかで は な くて
,

何 を維 持 す る か に焦 点 を あて て い る。財 産権 を維 持 す る こ とは選 択 可 能 な権利 を保

つ こ とで あ る。 維 持 され た 財 産 権 はホ ッ ブス の 自然 権 に よ く似 て い る。 そ れ は,

`自然 状 態 で抑 え きれ な い力 が 権利 で あ る'と い う もの で あ る
。」(Allen(1998),

P.107)

「経済 学 的 リバ タ リア ン は財産 権 を もっ ぱ ら効 率 的 な資 源 配 分 のた め の手 段 と して

考 え ていて,所 有者 の 道徳 的 な権 利 とは考 えて はい ない。特 に この アプ ローチ は,(市

場 経 済 にお け る)財 産所 有 の現 状 を当然 の前提 とみ な す一 方 で,最 初 の所 有権 の獲

得 に関心 を示 さな い傾 向が ある。」(森 村(1995),p.21)

「これまで見てきた私的所有権の正当化論は,ど れも個人の(広 義の)道 徳的権原

に訴えかけるものだったが,最 後にここで検討するのは,私 的所有権を認めること
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が 効用[=欲 求 の満足]と か 効率[=富 の最 大化,パ レー ト改 善,パ レー ト最適]

とか い っ た全体 的 ・集合 的 な 帰結 の 点 で望 ま しい とす る,手 段 的 ・間接 的 な議 論 で

あ る。 … …。 一般 化 正 当化 事 由 と財産 権 ル ー ル との 関係 は偶 有 的 な事 情 一た とえ ば

取 引 費用 の 高 さ な ど 一に左 右 され る点 が大 きい し,ま た その議 論 が 常 に私 有財 産 を

支持 す る と も限 らない。それ は財 の公有 や共 有 を支持 す る こ ともあ る。」(森村(1995),

p.137,[]内 は筆 者 の追加 に よる)

「帰 結 主 義 的 な正 当化 論 の 中 で今 日特 に重 要 な の は,1960年 代 以 降 ア メ リ カを は じ

め と して 影響 力 を強 め てい る 「法 の経 済 分析 」 の もの であ る。 そ れ ま での 帰結 主 義

的 な ア プ ローチ の典 型 とい え る功利 主 義 が効 用 とい う価 値 の最 大 化 を め ざ してい た

の に対 して,法 の経 済分 析 は効率 とい う価 値 に よって 指導 され て いる。」(森村(1995),

P.138)

「経 済 学 的所 有権 論 はア リス トテ レスの 私有 財 産 弁護 の四 つ の根 拠 の う ち第二 の も

の を強 調 す る。つ ま り財 の私 有 が そ の有効 利 用 につ なが る と考 えが ち なの で あ る。」

(森1寸(1995),p.140)

上の5つ の引用文 を要約 してみよう。

⑯ 経済学では財産権の創造 ・確立の過程 よりもその維持 ・強制の過程に関心

が寄せ られる傾向にある。

働 経済学における財産権は,こ の所有者の道徳的な権利ではな くて効率的な

資源配分の手段であるとみなされる。

㈲ 経済学では,私 的所有権が認め られることで資源が効率的に配分されると

考えられる。

㈹ 経済学における財産権はホッブスの自然権の概念に似ている。それは自然

状態で抑えきれない力が権利であるというものである(4節 で述べるように,

このように定義された財産権を経済的財産権 という)。
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(2.4)財 産権の取り決め方法と私的財産(権)シ ステム

(2.2)で は,財 産権 とは人間が希少性を有 した資源(あ るいは財産,経 済財)

を使用する権利であり,能 力であると定義 した。また,そ の特徴 として,他 人

の勝手な使用 を排除でき,譲 渡でき,便 益や所得をもた らす能力 をもつことも

指摘 した。 しか し,こ れらの特徴は,正 確には財産権のうち私的財産権を意味

したものである。他にも2つ の財産(権)が 存在する。それ らは共有財産 と共

有財産でありなが ら競争状態に置かれていないものである。

また,財 産権の取 り決め方法 と国家の政治的 ・経済的,社 会的体制は密接な

関係がある。なぜ ならば,「 コミュニティに普及 している財産権 システムは,

希少資源使用の観点から各個人の位置を定義する経済的 ・社会的関係の集合 と

して叙述 されうる」(Furubotn&Pejovich(1972),p.1139)か らである。

Cheung(1992)は 財産権の取 り決め方法 と3つ の財産権 に関して興味深い

次のような指摘 をしている。

「人類 が 知 っ てい る財 産 権 の取 り決 め は3つ しか ない。1つ は私 的 財 産 であ っ て,

使用 の排 他権 を伴 い,所 得 を受 け取 る権 利 と所 有 者 が適 合 す る と見 た者 に これ を譲

渡す る権 利 を もつ。 対 極 に あ るのが 共 有 財産(commonproperty)で あ る。 … …,

もう1つ は共有 財 産 で あ りなが ら自由 な競争 に さ らされ ない もの で ある。」(Cheung

(1992),pp.59-60)

もしも希少な財産が本当に共有されているならば,そ のような財産が価値を

もつ限 り,競 争者が登場 し,我 先にと共有財産を浪費 し,結 果としてそのよう

な財産の価値はな くなってしまう。 したがって,現 実に共有 されている財産は

希少性 をもたないか 自由な競争 にはさらされてはいない もの ということにな

る。後者のケース として,Cheung(1992)は 規制とライセンスによって競争

をコントロールした場合 と共産主義(あ るいは社会主義)体 制を採用 している

場合をあげている。

Alchian&Allen(1964)は,私 的財産(権)シ ステムを採用 した体制 を資
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本主義 とみなし,社 会主義を次のように説明 している。

「政 府 が使 用 や 交換 の 選択 に関 して法 的 な制 約 を課す る限 り,社 会 主 義 が私 的 財産

シス テ ム(資 本 主義)に 取 って 代 わ る。社 会 主 義 は経 済 財 とサ ー ビス の 使用 に関す

る 意 思 決 定 が 政 府 の 政 治 過 程 に よっ て 実 行 され る シ ス テ ム で あ る。」(Alchian&

Allen(1964),p.228)

しか し,資本主義体制をとる国家であって も政府が意思決定を行うこともある。

私的財産 とは何か という問題を考 えることで,国 家の政治的 ・経済的,社 会的

体制と財産権の取 り決め方法についてまとめてみよう。

「私的 財産権 とは ,人 間が適 合す る と見 た とお りに(他 入 に とって の権利 をバ イ オ レー

トす る こ とな く),財 ・サー ビス を使 う権 利 で あ り,こ の よ うな権 利 を販 売 ・交換 す

る権 利 とみな され る。」(Alchian&ARen(1964),p.158)

「人 間 の 労 働 サ ー ビ ス は 彼 自身 の 私 的 財 産 に 含 ま れ る 。」(Alchian&Allen(1964) ,

P.228)

「私 的 財 産権 の アイ デ ア は私 的財 産 とみ な され た財 の使 用 を他 人 に選択 させ な い排

他 的 な権 限 の 配分 と して表 現 され る。 …。 同 じ ように,他 人 の権 利 も尊 重 され な け

れ ば な らない。」(Alchian(1965),p.130)

「私 が 私 的財 産 権 を もつ とい うこ とは,他 の誰 もそ の財 の使用 を選 択 す る権利 を も

た な い こ とを述 べ て い る。 これが 意 味 してい る こ とは,私 が私 的 財 産権 と思 わ れて

い る財 の使 用 を選 択 した と き,こ の 選択 が あ な たの 財 の物 的属 性 に影響 を与 え て は

な らない とい う ことで ある。」(Alchian(1965),p.131)

「私的財産は,他 人を傷つけない限り適合すると考えたように自分の財産を使用す
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る こ とを意 味 して は い ない 。代 わ りに,そ れが 意 味 して い る こ とは,他 人 の私 的財

産 の物 的 な属 性 あ る い は使 用 に影響 を与 えな い限 り,所 有者 が 望 む よ うに財 を使 用

す る権利(あ るい は権利 を譲 渡 す る権 利)で ある。」(Alchian(1965),pp.131-132)

「私 的 財産 権 とは特 定 の 人物 に割 り当て られ た財 産権 で あ り
,他 の財 に 関す る同様

の権利 と交換 す る際 に譲渡 可能 な もので あ る。」(Alchian(1987),p.10311eft)

「すべ て の資源 が私 的財 産権 に よって う ま くコン トロール され るわ けで はな い。空 気,

水,電 磁 の放射,ノ イズ,景 観 がそ の例 であ る。」(Alchian(1987),p.10331eft)

「経 済 が 社 会 主 義 で あ る 程 度 は
,国 家 が 権 利 を保 有 す る程 度 に依 存 して い る。」

(Demsetz(1998),p.1451eft)

上の引用文 を説明を加 えなが らまとめてみよう。

㈲ 私的財産権 はこの保有者が財 ・サービスを思った通 りに使用することがで

きる権利であ り,他 人に譲渡可能な権利である。使用方法と譲渡に関 して全

く制約がない。

⑱ 私的財産権は他人の保有する私的財産の物的な属性,そ の使用に影響を与

えてはならない。つま り,財 産権は相互に排他的であることをお互いに尊重

しなければならない。

㈲ すべての資源(あ るいは財 ・サービス)が 私的財産権によって物理的にう

まくコントロールされるわけではない。水や空気,ノ イズ等は物理的にコン

トロール しに くい。

㈲ 水や空気のように希少性をもたない資源 も私的財産権によってコントロー

ルされない。

㈱ 道徳的 ・倫理的な理由か ら私的財産権によってコン トロールで きない資源

も存在する。例 えば,人 間の労働サービスは私的財産に含 まれるが,人 間そ
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の ものは含まれない。

㈲ すべての資源が私的財産権 によってうまくコントロールされるわけではな

いので,国 家が財産権を保有する事態が生まれる。このような財産は希少性

をもたないものか,希 少性はあるが道徳的 ・倫理的な理由か ら自由な競争状

態に置けない ものである。

㈲ 資本主義であっても国家が財産権を保有する事態はあ りえる。したがって,

社会主義(あ るいは共産主義)は かなりの程度の財産権が国家によって保有

されている体制であるといえる。

(2.5)2節 のまとめ

2節 では1920年 代のオール ・オア ・ナ ッシングの財産権理論か ら現在 に至る

財産権理論をサベイし,財 産権の定義の特徴についてまとめた。上の(1)から㈲

の引用文の まとめをさらに整理すると,以 下のような結論 を得る。

(a)経 済学では財産権の維持 ・強制の過程に関心が寄せ られ,財 産権は効率的

な資源配分の手段 であるとみなされる傾向にある。

(b)経 済学における財産権の概念は"自然状態で抑えきれない力が権利である"

というホ ッブスの自然権の概念に似ている。

(c)Knight(1924),Gordon(1954),Coase(1959)(1960)の 分析 には財

産権の概念が背景にあるとみなされるが,財 産権 という用語が明示的に記さ

れ て い る わ け で は な い。 そ れが 明示 的 に記 され た の はAlchian&

Allen(1964)で ある。ここで,す でに財産権の排他性が強調 されている。

(d)そ の後の経済学 における文献には,財 産権の定義や特徴に関するいくつか

の記述が見 られたが,現 在,財 産権の定義は次のようなものに一致 している。

財産権 とは,人 間が希少性 を有 した資源を自由に使用 して所得 を稼 ぎ出す権

利であ り,排 他性 と譲渡性が社会的に強制された権利である。ただ し,正 確

にはこのような財産権の定義は私的財産権 に関するものである。

(e)希 少性 を有 しない資源や,希 少性を有するものの道徳的 ・倫理的に自由な
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競争状態に置けない資源が存在する。 これ らの資源に関して私的財産権が創

造されることはない。

(f)社 会主義(あ るいは共産主義)体 制ではかなりの程度の財産権が国家によっ

て保有 されているといえる。

(次号に続 く)


